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午前９時３０分開会 

○分科会長（浅田  徹） おはようございます。秋

も深まってまいりました。今年はコロナ禍の関係で

秋祭り、それぞれ神事のみで、勇壮なだんじり等の

ということは、ほとんどの地区ではないというよう

なことで寂しい、収穫を祈念する祭りいうことで、

そんな思いもございます。 

 また、今度の週末には台風１４号、この進路も大

変気になるところでございます。まだ六方田んぼ等

を見ましても、収穫の遅い稲がたくさん田んぼに残

っておりまして、農家の方、最後の取り入れ、少し

大変だな、こんな気持ちでおります。 

 さて、本日につきましては、ご承知のとおり、そ

れぞれ９月定例会で提案されました１０８、１３３

号の関係の議案についての、今日は分科会というこ

とでよろしくお願いしたいと思います。 

 なお、当局のほうから今日、環境経済部の坂本部

長が欠席という申出がございましたので、了承して

おります。 

 また、本日のこの分科会には報道機関の方から写

真撮影及び録音、録画の申出がございました。この

ことについても許可しておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、座って進行していきたいと思います。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんにつきま

しては、質疑、答弁に当たりましては、要点を押さ

えて簡潔明瞭に行っていただき、スムーズな議事の

進行についてご協力よろしくお願いをしたいと思

います。 

 また、発言につきましては、分科会長の指名の後

に、マイクを使用して、課名と名字を名のってから

行っていただくようによろしくお願いしたいと思

います。 

 先日、１０月１日の分科会では質問事項を洗い出

しまして、本日その回答文書をお手元に配付をして

おります。本日の分科会では、その資料を基に質疑、

討論、表決を行う予定としておりますので、よろし

くお願いをしたいと思います。 

 それでは、これより協議事項、（１）の分担案件

の審査について入っていきたいと思います。 

 まず、１０８号議案、令和２年度豊岡市一般会計

補正予算（第１２号）を議題といたします。 

 １０８号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正、債務負

担行為補正及び地方債補正についてであります。 

 それでは、まず、質問事項につきまして、回答を

当局のほうからお聞きし、その後、質疑を行って進

行していきたいと思っております。 

 それでは、当局の説明を資料ページ順にお願いを

したいと思います。よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 都市整備、澤田部長、お願いします。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） ５ページをお開きく

ださい。１、４階店舗の移転について、４階を移転

する際に必要とされた１億７，０００万円の内訳及

びその確実性はというご質問です。 

 さとうは、これまでからアイティ内で店舗の移転

を幾度となく実施されています。移転に係る費用１

億７，０００万円は信用、信頼性があるものと認識

しています。現在、４階で営業をしています直営店

とテナントは、２階と１階に移転します。移転費の

内訳につきましては、４階の原状復旧費が５，００

０万円、２階へ移転する直営店の売場改装費が２，

４５０万円、同じくテナントの売場改装費が７，２

５０万円、１階へ移転しますテナントの売場改装費

が１，４６０万円です。ほかに売場が変わることに

より、全館のサイン工事費２００万円と設計・監理

費６４０万円が必要となります。これを合計します

と１億７，０００万円になります。 

○分科会長（浅田  徹） それでは、取りあえず順

に質問事項の回答という形で進めていきますので、

それぞれできればページ順ということのほうがあ

りがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 政策調整部次長、公共施設マネジメント推進室長、

土生田室長、お願いします。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 資

料６ページのほうをお願いをいたします。公共施設
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マネジメント計画では、アイティ７階はどのような

位置づけかというご質問をいただいております。 

 豊岡市の公共施設再編計画、２０１６年１１月に

策定いたしました。こちらの中では、アイティ７階

部分につきましては、子育て総合センター部分も含

めて、文化施設、豊岡市民プラザとして施設の概要

であるとか稼働率等のほうを掲載をいたしており

ます。同計画の中では、１８ページから２１ページ

のほうに記載をいたしております。こちらの計画で

は築２０年を経過している施設を計画対象として

いましたため、計画策定時には築後経過年数１８年

でございました市民プラザにつきましては、第２期

以降の計画対象施設としております。そのため、方

向性のほうの検討はいたしておりません。以上でご

ざいます。 

○分科会長（浅田  徹） 選挙監理委員会、宮岡事

務局長、お願いします。 

○選管監査事務局長（宮岡 浩由） 公金を使用した

企業支援であるとして、住民監査請求が行われた事

例があるかというお尋ねですけれども、直接、間接

を問わずに、公金が企業支援のために支出……。 

○分科会長（浅田  徹） ７ページ、ページ数を言

ってください。 

○選管監査事務局長（宮岡 浩由） 申し訳ございま

せん、７ページでございます。 

 失礼をいたしました。直接、間接を問わずに、公

金が企業支援のために支出をされていることが違

法または不当であるとして提起された住民監査請

求、これは全国的に散見をされております。例えば

２０１２年、銚子市の事例では、公設民営の病院運

営におきまして、市の一般会計から繰出金が出てい

るとしているもの。また２００８年、松阪市では、

民間型の市街地再開発事業に市から補助金が交付

されていることが違法であるとするもの。２０１３

年の兵庫県の事例では、県の保有施設の管理につき

まして、修繕費は会社が負担するという契約である

にもかかわらずに、県が請求をしていないとするも

の。また、財産取得に関するものにつきましては、

取得の必要性、また取得決定に至る手続の適法性、

さらに取得金額の妥当性について疑義があるとい

うことで提起された事例はございますけれども、調

べてみました限りでは、請求が認められた事例はご

ざいませんでした。 

 なお、住民監査請求の例文として本会議でお示し

をいただいた事例につきましては、住民監査請求を

提起するに当たりまして、書類の体裁、内容を具体

的に示した記載例であるというふうに理解をして

おります。したがいまして、例示どおりの内容で提

起された住民監査請求につきましては、把握をして

おりません。以上でございます。 

○分科会長（浅田  徹） 都市整備、澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） ８ページをお開きく

ださい。全国で企業支援のために公金を使用した例

があるかというご質問です。 

 今回の対応は、企業支援が目的でなく、市民にと

って重要な都市機能の維持と子育て支援機能の充

実という行政目的に基づくものであることから、こ

れまでにも述べてきたとおりでございます。公益社

団法人全国市街地再開発協会の事例集には、再開発

ビルから核店舗の撤退を受けて、再開発ビルの床を

市が購入し、公的施設を整備して、にぎわいを再生

させる事例が、にぎわい再生の有効な方策として多

く挙げられております。国土交通省も主な支援策と

して社会資本整備総合交付金に、暮らし・にぎわい

再生事業の項目を設け、床購入を含め、積極的に支

援しております。国の市街地整備課に相談したとこ

ろ、核店舗の撤退を未然に防止しようとする豊岡の

ケースも対象となり、むしろ未然防止のほうが望ま

しいが、交付金を得るためには、認定中心市街地活

性化基本計画の策定が前提であり、計画策定に時間

がかかるため、今回の場合は難しいだろうというコ

メントをいただいています。核店舗撤退によって、

一度にぎわいが失われてしまってからの対応より、

未然防止のために床を取得し、にぎわいを維持しよ

うとする豊岡の取組は適切とのコメントをいただ

いております。 

 次、９ページです。駐車場を運営してます第三セ

クターの借金のうち金融機関分、これは約６億円あ
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りますけども、これをゼロにすること。税負担が発

生しない程度に収益を圧縮することによって、駐車

料金がどれだけ下げれるのかというご質問がござ

いました。 

 まず、ご質問の前提を、１つ目に、金融機関が債

権を放棄することはありませんので、市が全債権を

肩代わりして、返済期間を延長すること、２つ目に、

肩代わり分は無利息とすること、そして３つ目に、

三セクが収支とんとんで利益に対する税負担が発

生しない状況として試算をしました。その結果、駐

車料金は一月、坪当たり１，５００円となります。

この駐車料金で４階フロアを購入しない場合、さと

うの負担軽減額は年５，２００万円で、今回の合意

案によるさとうの負担軽減額８，２００万円に届き

ません。４階フロアを購入した場合は、さとうの負

担軽減額は年９，０００万円となり、合意案に届き

ます。この案の場合でも、４階フロアの購入はセッ

トとなります。この負債合計の１９億円の返済です

が、２０２１年から２０８０年の６０年間返済とな

り、金額につきましては、年３，１７０万円の返済

額となります。 

 次に、１０ページをお開きください。同じく三セ

クの駐車料金について、アイティの駐車料金を近隣

並みに見直した場合、９，６００万円は幾らになる

のかというご質問です。 

 さとう豊岡店は、２０１９年度の駐車料金として

年１億２，１３１万円をアイティ豊岡都市開発に支

払っています。さとうの他店舗であるバザールタウ

ン豊岡メガ・ストック及びフレッシュバザール九日

市の単価は一月当たり１台４，５００円となります。

仮にさとう豊岡店の駐車料金がそれと同額とした

場合、さとう豊岡店の駐車料金は年間約２，５００

万円になると試算されます。現在支払っている額と

の差が約９，６００万円ということになります。 

 なお、ご質問の中に単価１万７，０００円という

のが出ておるんですけども、これは２０１９年度ア

イティ豊岡都市開発の駐車場を一月当たりの１台

分の料金でございます。以上です。 

○分科会長（浅田  徹） 財政課、畑中課長。 

○財政課長（畑中 聖史） １１ページをご覧くださ

い。ふるさと納税関連についてということで、今日

までにふるさと創生寄附金を充当した事業名と金

額ということで、当初予算編成時のふるさと納税を

充当した事業の一覧表、２０１８年度から２０２０

年度まで１２ページ、１３ページ、１４ページにつ

けさせていただいております。１２ページで２０１

８年度としましては、最下段ですけれども、総額１

億７，１５０万円、１３ページでは２０１９年度で

すが、１億５，４７５万円、１４ページでは２０２

０年度ですが、３億円のふるさと納税を記載の事業

に充当しておる状況でございます。 

 続きまして、１５ページをご覧ください。ふるさ

と納税関連の地域振興基金の中でのふるさと納税

額ということで、地域振興基金の残高及びふるさと

納税積立分残高の一覧というものを１６ページに

つけさせていただいております。２０１８、２０１

９年度末と今年度の２０２０年度の当初予算編成

後の残高をそれぞれ記載しております。最下段とそ

の上ですけれども、合計というのが、ふるさと納税

のその年度の末あるいは今年度の当初編成後の残

高ということになっておりまして、最下段が地域振

興基金の残高ということで、合計のところの数字は

地域振興基金の内数ということになっております。

２０２０年度当初予算編成後では地域振興基金の

残高が３７億３，５１４万円、うち、ふるさと納税

分としまして３億３，３８４万２，０００円という

ことになっております。以上です。 

○分科会長（浅田  徹） 都市整備部、澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） １７ページをお開き

ください。分科会否決後、新聞報道後、さとうとの

交渉等の経過についてご質問がございました。 

 経営継続について議会での懸念を受け、９月１５

日、さとうの代表者が来庁され、営業継続の意思を

文書で示していただくよう、さとう側に要請いたし

ました。９月２９日、さとう及び藤屋の代表者から、

今後の経営継続について市長宛て文書が提出され

ました。これ、この文書については……（「２３で

すね。２３日」と呼ぶ者あり）すみません、９月２
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３日、さとう及び藤屋の代表者から、今後の経営継

続について市長宛て文書が提出されました。この文

書につきましては、既に議員の皆様にお示ししてお

ります。議会閉会後、電話にて４階フロアの無償譲

渡、無償貸与の可能性について協議しましたが、１

０月５日、さとう代表者が来庁され、４階撤去費が

１億７，０００万円に上ること、今後もさとう豊岡

店において赤字が続くことが予想されるほか、アイ

ティ維持のための継続的負担も必要になることか

ら、合意内容よりさらに経済的に不利になる無償対

与、寄附に応じることはできないとの回答がありま

した。 

 なお、議会において民間企業の救済であるとの批

判があることを受けまして、１０月２日、さとう及

び藤屋の代表者から、アイティに関する２社の立場

について市長と市議会議長宛てに文書が提出され

ています。その文書については、次のページをお開

きください。 

 こちらに２社の立場ということで記載がされて

おります。ちょっと幾つかを読み上げさせていただ

きます。この１８ページの中段になるんですけども、

今回の合意案は当社として営業継続可能限度ぎり

ぎりの案ですが、この案が履行されましてもフロア

構成の大幅な再編成が必要となり、当社に大きな投

資負担が生じます。今回の合意履行だけでは黒字転

換は見込めず、今後もアイティ維持のため一層の継

続的な負担を覚悟しなければなりません。当社は、

かつて最大の収益店であった旧豊岡店、今度、大学

が建つところですけども、あそこの山王店を閉鎖し

てまで市の駅前再開発事業に参画し、協力してまい

りました。アイティでは長年の間、赤字に耐え、当

社として可能な限り増収策の実行や軽費削減など

改善を重ね、核店舗の使命感で協力を続けてまいり

ましたが、ついに一企業だけによる努力の限界を超

えましたと、こういった文書のほうを頂いておりま

す。以上です。 

○分科会長（浅田  徹） 環境経済、午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） それでは、続きまし

て１９ページをご覧ください。商業施設の活性化に

ついてということで、空洞化するアイティの影響で、

周辺の活性化を今後どのように進めていくのかと

いうふうなご質問を頂戴しております。 

 答弁といたしましてですが、アイティが空洞化す

ると、駅前の人の流れが変わり、商店街を含め、中

心市街地に大きな影響を及ぼすことは容易に想像

できると考えております。まずは何よりアイティの

火を消さないことが重要だというふうに、これも併

せて考えております。その上で、従来の商業機能に

加えて子育て支援総合拠点、生涯学習拠点などの新

しい機能が加わることで、今まで以上に市内外から

集客できる可能性も広がるというふうに思います。

アイティの利用者が増加することで、当然ながら専

門店や商店街などへの周辺への相乗効果も期待で

きます。他都市におきましても、再開発ビルに子育

て支援や図書館など複合的な機能を加えることで、

にぎわいを維持している事例が見受けられており

ます。加えて当市におきましては、次年度には専門

職大学の開校も予定されており、新たな人の流れが

駅前ビルや中心市街地の活性化に寄与するものと

考えております。以上です。 

○分科会長（浅田  徹） 財政、畑中課長。 

○財政課長（畑中 聖史） ２０ページをご覧くださ

い。市民への広報についてということでいただいて

おります。 

 生涯学習サロンにつきましては、既に建設予定が

議決されておりまして、長期財政見通しに織り込み

済みとなっております。しかもアイティ内に整備す

るほうが整備費を約６，９００万円減らせることと

いうことはお伝えしてるとおりでございますが、県

交付金と地方交付税を除く整備に係る一般財源は

５，１３５万３，０００円でございますが、全額留

保しているふるさと納税を充てる予定としており

ます。ふるさと納税の留保分につきましては、もと

もと長期財政見通しには反映させていません。 

 また、子育て支援総合拠点等整備事業につきまし

ては、事業費総額が５億４，３５０万円に対しまし

て、合併特例債及び地方創生拠点整備交付金を充当

することとしておりまして、いわゆる実質一般財源
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の額は１億６，０５３万円となる状況でございます。

この実質一般財源につきましても、留保しているふ

るさと納税を充当する予定としております。また、

整備後のランニングコストにつきましても、民間事

業者の誘致、ふるさと納税の充当により極力、一般

財源を減らすように努めていきたいと考えており

ます。また、今回の合意では、２０３１年度から三

セクの劣後債７億円ですが、返済が始まります。こ

れが年２，３１５万４，０００円ということでござ

います。ふるさと納税が将来減少した場合、その返

済金を運営費に充当することも可能となります。こ

の額につきましても、長期財政見通しの歳入には入

っていないため、これを充当いたしましても長期財

政見通しを悪化させることはございません。 

 逆に、株式会社さとうが退店し、三セクが破綻す

るというようなことになりますと、劣後債の７億円

に加えて、駐車場に係る固定資産税、これが２０２

１年度では２，８５０万円と試算しておりますが、

このような直接的財政損失が生じることになりま

す。 

 ２１ページですが、また、株式会社さとう退店後

も７階を維持するためには、現在の維持費に加えま

して、現在、三セクが負担している管理費としまし

て年間２，３７０万円、さらに駐車場の維持費約１，

６００万円、合計３，９７０万円、年間ですが、市

が新たに負担する必要が出てくるということにな

ります。また、さとう以外の小規模の床の所有者が

支払い不能あるいは滞納というようなことになっ

た場合には、テナント分の管理費も年間１，９５０

万円、市が負担する必要が出てきます。これだけの

費用をかけまして、７階を維持するというようなこ

とであるよりも、４階フロアを取得して子育て機能

を強化し、アイティ全体のにぎわいを維持、強化す

るほうが得策と言えるというふうに考えておりま

す。 

 長期財政見通しにおける今後１０年間の収支不

足につきましては、当然ですが、行財政改革をしっ

かりやっていき、効率的、効果的歳出の実行と歳入

確保で解消を図っていきたいと考えております。以

上です。 

○分科会長（浅田  徹） 農林水産、石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 都市整備課、石田で

す。 

○分科会長（浅田  徹） ごめんなさい、間違えま

した、都市整備課です。 

○都市整備課長（石田 敦史） それでは、２２ペー

ジのほうをご覧ください。市民への広報についてと

いうことで、アイティが建設されて２３年が経過し

ている、そういった中で大規模改修時期を迎えて、

４階フロアの買収に合わせて改修費の負担もかか

ってくるがというふうなご質問です。 

 回答につきましては、大規模修繕計画については

２０２２年に３，５００万円、２０２３年に３，４

９０万円、２０２８年に１億８，１６０万円という

ふうになってます。これらの費用につきましては、

まず管理費余剰金を積み立てた特別修繕積立金、今

現在８，８８０万円ありますが、それで対応される

というふうなことです。管理費は市も支払っており

ますので、市の支払いが必要になるのは２０２８年

の大規模改修からというふうになります。２０２８

年に市が支払うべき大規模修繕費につきましては、

７階だけの場合、全体の９％に当たる１，６３４万

４，０００円、７階と４階の場合、全体の２１％に

当たる３，８１３万６，０００円となります。 

 なお、アイティ管理組合法人は２０１９年度末ま

でで３億３，８８０万円の修繕積立金を別途有して

おります。市はこの積立金を支払っておりませんの

で、必要なときに一括で支払うというふうになりま

す。 

 続いて、２３ページのほうをご覧ください。同じ

市民への広報の扱いです。株式会社さとうとの協議

で、純粋に株式会社さとう自身の経営に起因する赤

字についての要望ではなく、駐車料金が割高である

として、駐車料金の見直しを、まず協議を進めるべ

きではないかというふうなご質問です。 

 回答といたしまして、私たちも駐車料金の見直し

による解決ができないかという観点から検討に入

っております。しかし、駐車場は３４億円という多
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額の借金で当時整備されております。借入金の返済

につきましては、基本的に駐車料金収入を充てるほ

かございませんので、駐車料金の引上げにはおのず

と限度が生じてまいります。アイティ豊岡都市開発

株式会社が経営を維持しながら、金融機関への返済

を計画どおり行うことができる駐車料金の下限は

一月・坪当たり１，８００円であります。この値下

げだけの場合、株式会社さとうの負担軽減額は年３，

８００万円で、今回の合意による８，２００万円の

軽減、負担減には遠く及ばない状況です。合意を得

るためには、駐車料金の値下げと４階フロアの購入

をセットにする必要がございます。今回合意でさと

うの負担減となる額を駐車料金の値下げだけで実

現するためには一月、坪当たり７４５円にする必要

がございます。しかしながら、この金額ではアイテ

ィ豊岡都市開発株式会社は破綻いたします。４階購

入とセットにするのはやむを得ないというふうな

判断でございます。（発言する者あり） 

 すみません、先ほど答弁申し上げました２段落目

のところで、駐車料金の引上げと申しました。すみ

ません、引下げというふうに訂正させていただきま

す。申し訳ありませんでした。 

 続いて、２４ページのほうをご覧ください。なぜ

議会で継続協議している最中に市民向けの広報が

なされるのかというふうなご質問でございます。 

 回答につきましては、議会で継続審議となったこ

とから、引き続き議会との協議を進めることとなり

ました。この問題に伴いまして、市民の関心と不安

は極めて高くなっております。そこでこの際、これ

まで議会でどのような論点が議論されてきたかと

いうふうなことを整理して、市民の皆様に現状の理

解を得ようとしたものでございます。また、記載し

た内容については、９月議会で主な論点と議論の要

約であり、９月議会での議論に立って、今後さらに

議会の皆様と議論を続けていく上で役立つものと

考えております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 それぞれ各委員の皆さんから質問をいただきた

いと思います。質問、質疑はございませんか。 

○委員（青山 憲司） ちょっとよろしいですか。 

○分科会長（浅田  徹） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 何点かございますので、１点

ずつ、ちょっと確認をさせてもらってよろしいでし

ょうか。 

○分科会長（浅田  徹） 暫時休憩。 

午前１０時００分休憩 

──────────────────── 

午前１０時０１分再開 

○分科会長（浅田  徹） それでは、再開します。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） まず５ページですね、１億７，

０００万円の内訳の額ですけども、見ますと、２階

へ移転する直営店とそれからテナントの売場の改

装費が２，４５０万円と７，２５０万円と、かなり

差があるんですけども、直営店、それからテナント

の面積が分かれば教えてください。移転に伴う、い

ろんな設備の移動だとかそういうことも、ひょっと

したらテナントと専門店では違うかも分からんの

ですけれども。 

○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） 今ここで書いてある

行き先の面積ではなくて、現状の面積で。 

○委員（青山 憲司） 現状です。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） はい、まず１階へ行

きます直営店ですけども、４６．５坪、同じく１階

へ行きますテナントですけども、２５１．５坪、そ

れから２階へ移転しますテナント１１９．９坪、以

上です。 

○委員（青山 憲司） ありがとうございました。ち

ょっとかなり大きな金額がかかったもので、確認を

させてもらいました。 

 それから、続けてよろしいでしょうか。 

○分科会長（浅田  徹） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） よろしいですか。公共施設の

マネジメントについてであります。合併したこの豊

岡市が公有してる公共施設、マネジメントの再編計

画の中では、面積に応じて削減というか、目標を持
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って取り組んでいくということで示されてるわけ

でありますけれども、今の再編計画の中で２０年を

経過した後の、後のというか、建物については今後、

第２期の計画でまた新たにその方向性が示される

というふうに思うんですが、築後、このアイティは

建物自体がもう２３年経過しておるんですけども、

方向性としてはどういう、今の第１期の方向性では、

２０年以上経過した建物については、どういうふう

な方針で進められているのか、その点についてちょ

っとお知らせいただきたいと思います。 

○分科会長（浅田  徹） 土生田マネジメント推進

室長、お願いします。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） ２

０年を過ぎたから直ちにということではございま

せん。それぞれの施設の利用状況、それから地域に

とっての必要性であるとか機能、それらに合わせて

維持をしていく、もしくはどのように今後していく

のかという方向性をそれぞれ、例えば建て替えをす

る、継続をする、転用するということの判断になっ

ておりますので、２０年を過ぎたから直ちにいろん

な方向でという形には決定をいたしておりません。

また、これからの地域デザイン懇談会もございます

ので、今までの機能の在り方につきましても、市民

の方々としっかり議論をしていきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○委員（青山 憲司） よろしいですか。 

○分科会長（浅田  徹） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ということは、今回４階フロ

アを買い取って、そこに子育て支援の総合拠点施設

を整備するということや、生涯学習サロンを整備す

るという話があるんですけれども、７階フロアも保

有してるということで、複合的に購入した後につい

て検討を加えるというふうなことは現段階ではさ

れてないのかどうか。例えば４階フロアを生涯学習

サロンだけに使う、あるいは子育て支援だけに使う

ということではなくって、ほかの機能も併せ持った、

複合的な施設機能を持たせたような、そういったも

のに使うというふうな考えというのはどうなんで

しょう。今後の話になるのか、ちょっと分かんない

んですけども、その辺はいかがですか。 

○分科会長（浅田  徹） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 今、

議員がおっしゃいましたように複合的な機能を持

たせる、今後、基本計画の中でそれらも当然議論を

なされるものと。単に単一の機能だけで公共施設が

成り立つわけではなく、市民にとっていかに利便性

を高めていくのかと、そういうことが必要であろう

というふうに、マネジメントの推進上はそのように

考えております。以上でございます。 

○委員（青山 憲司） ありがとうございます。 

 もう１点、すみません。 

○分科会長（浅田  徹） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 今回、説明資料、添付資料で

も頂いたんですけども、８ページです。全国の市街

地再開発協会の事例集を頂いて、８つの事例を確認

をさせていただいたんですが、これは全て、どうい

うんですか、核店舗が撤退後、撤退した後の空き店

舗の活用について検討がなされて、それぞれ市が購

入したりして、再整備を図ったという事例なんです

が、今アイティが議論されてるのは、現在、商業施

設として稼働している場所になりますので、こうい

った事例が全国的にあるのかどうか、その点につい

てちょっとお尋ねしていきたいと思います。 

○分科会長（浅田  徹） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 既に議員さんのほう

にお渡ししている事例集でございますが、１から８

まで事例を挙げさせていただいてる中に、中津川市

さんの事例の中で、中津川市は市街地再開発事業で

建設した商業施設、これが、キーテナントが平成１

０年に撤退しております。その部分を市が土地と建

物を買収しておるんですけれども、当時その部分を

全て市が買収したことではなくって、当然テナント

として営業をされているところもまだ継続されて

ました。継続中の中で、さらに飲食店を継続されて

るテナントを市が買収してというふうな事例もご

ざいました。 

○委員（青山 憲司） ちょっとよろしいですか。 

○分科会長（浅田  徹） 青山委員。 
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○委員（青山 憲司） 今のところ、ちょっと分かり

にくかったんですけども、一旦その商業施設が平成

１０年に閉店をしたというふうにこれ書いてあり

ますよね。その後、平成１２年に市が土地と建物を

取得したと。１階のみ暫定使用を開始したというふ

うに、１３年にというふうなんあるんですけど、具

体的に個別の事例を詳しく見ていかないと分から

ないんですが、今回の場合は営業が継続されてる施

設を、市がその一部を購入するということになるん

で、この撤退後あるいは閉店した後の施設を買うと

いうこととは、ちょっと意味合いが違うように感じ

たもんですから、そういう事例があればということ

でちょっとお尋ねしたんですけども、そういう事例

は確認されてないですかね、この中津川のほかに。 

○分科会長（浅田  徹） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 中津川市以外のとこ

ろでちょっと確認はしておりません。 

○委員（青山 憲司） 分かりました、取りあえず。 

○委員（村岡 峰男） じゃあ。 

○分科会長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今日いただいた回答の中から

何点か私もお尋ねをさせていただきます。まず５ペ

ージのアイティ撤退に関連して、この中で移転費内

訳、４階の原状復旧費５，０００万円ありますね。

この原状復旧っていうのは、今ある店が退店しまし

たで、何の原状復旧ですか、これは。 

○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） 間仕切りとか、簡易

な間仕切りとかございます。あと、床なんかについ

ても、損傷してるようなとこについては取替えを行

われたりと、そういうふうに聞いております。あと、

壁なんかについても、損傷の悪いものは、ひどいも

のは一部修繕してと、そういうふうなことを聞いて

おります。 

○委員（村岡 峰男） 分かりました。 

 それから６ページのマネジメントの……。 

○分科会長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ６ページの公共施設マネジメ

ントの関係なんですが、前にいただいた質問に対す

る答弁の中で、投入可能財源は６６％だから３４％

を削減せんなんという回答ね。今日の回答にもその

数字は入っておりませんけども、同じものだと思う

んですね。この３４％を削減というのは、例えばア

イティ４階を取得したことによって全体が増えま

すね。だけえ、なおかつ３４％削減せんなんと、目

標として。その場合に心配になるのは、削減対象で

はないものまで削減対象を探してこないと、この財

源等の６６％との絡みになるんではないのかなと

いうふうに思うんですが、どうかっていうのが一つ

と、もう一つは、今、市民説明会が行われ、あるい

はこれからされようとしている幼保の関係、小中の

関係ね。幼稚園を廃止をして、認定こども園にする

と。市民の中でいろんな意見があるんですが、これ

がもうこの３４％の削減対象に入ってくると思う

んですけども、その辺はどう捉えたらいいんでしょ

うか。 

○分科会長（浅田  徹） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） お

っしゃるように新たな施設が加われば、総量という

部分が当然、若干なりとも影響は入ってまいります。

ただ、少なくとも行政ニーズに合わせて、時代の要

請に合わせて必要な公共サービスというのも当然

出てまいりますので、全体としては費用に見合う、

市が用意できる財源に見合う公共施設の在り方と

しては、総量を３４％減らさざるを得ないというの

が今現在の実情でございます。ただ少なくとも市民

の生活に影響を及ぼすことがないように、それぞれ

機能を集約するなど、効率的なものを考えていく、

そのような考え方の中で何とかマネジメントを推

進していきたいと。議員おっしゃいましたように、

幼稚園、保育園等も総量の中では当然３４％の中に

含まれますけども、それらも必要な機能をいかにし

て維持しながら、総量を減らしていくのかというの

が現在、工夫を、これから市民の方々と話合いを進

めたいというふうなことでございます。以上でござ

います。 

○分科会長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 現在ある市民に対するサービ
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スあるいは機能を維持しながらという、これは言葉

上言われても市民の受ける、あるいは市民の日常の

暮らしとの関係でいくと、なくするっていうのはね、

サービスが維持できなくなることだと私は思って

います。その点で、このアイティ４階取得が公共施

設マネジメントの上で市民に及ぼす影響っていう

のは、私は結構大きなもんがあるんじゃないかなと

いうふうに思うんですが、そうなりませんか。 

○分科会長（浅田  徹） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） お

っしゃいましたように、数字という部分ではそうか

も分かりません。ただ、子育ての総合拠点という、

今まで市に加わっていなかった新たな機能がまた

市の中でも造形をすることが、地域活性化のため、

それから地方創生のために市にとって必要なもの、

これは時代の要請によって変わってくるかと思い

ます。少なくとも例えば施設が、今あるものを全て

維持し続けることはなかなか困難でございますの

で、そこら辺で市民の方々といかに折り合いをつけ

ていくのかと、そこが今、工夫は必要であろうと考

えております。以上でございます。 

○委員（村岡 峰男） じゃあ、もう１点だけ。 

○分科会長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） いいですか。ふるさと納税の

関係で資料頂きまして、これ、ずっと見ながら、い

ろいろふるさと納税をされた方が何に使ってくれ

という指定もあると思うんですが、指定のないふる

さと納税は、これ見とると結局、何でも使えるんや

なと、何でもありじゃないかという気がするんです

が、それを何でもありの中で、今度これを充てるか

ら、ふるさと納税を充てるから、市民の皆さんには

負担はないんだと、市民の新たな負担はないですよ

という、市長のこの市民へのお知らせもそうだし、

するんですが、そうかなと。ふるさと納税っていう

のは、そこ、ふるさと納税を充てなければ市民の負

担がなって、これを充てるから市民の負担にならな

いというのは、まやかしのような気がしてしゃあな

いんですが、そんなことありませんか。 

○分科会長（浅田  徹） 畑中課長。 

○財政課長（畑中 聖史） １６ページの資料にもあ

りますように、一番上で小さな世界都市の関係です

が、特に分野を指定せず、市が重点を置く施策とい

うような形で、分野を何でもかんでもというような

ことではなく、分野を指定しなくても市が重点を置

く施策というような形にさせていただいてます。 

 例えばですけれども、学校の修繕料ですとか給食

のおわんですとか、食器類、食缶類、そのようなも

のにも本当に充てたいなというふうに考えたこと

もございますが、やはりそういった市が重点を置く

事業というような形で絞らさせていただいて、充当

はさせていただいております。そのような観点で何

でもかんでもではないというふうに考えておりま

すし、繰り返しですが、重点を置く事業に充てるよ

うにさせていただいております。以上です。 

○委員（村岡 峰男） はいはい、まあいいです。 

○分科会長（浅田  徹） 松井委員。 

○委員（松井 正志） せっかくの資料を作っていた

だきましたんで、何点か質問させていただきます。 

 まず７ページの住民監査請求事例についてです。

丁寧にお調べいただきまして大変参考になりまし

た。企業に対する公金支出っていうのは、一般的に

は公益性があるかどうかで妥当かどうかっていう

ことが判断されるだろうと思います。ただ、これは

企業支援などのような場合には、見方によって、立

場によって大きく判断が変わるんじゃないかと思

ってまして、例えば住民監査請求の事例であるとか

訴訟の事例であるとか見てもそうだと思っていま

す。テーマの大きな問題で２０年近く前ですけど、

宮崎県でシーガイアというリゾート施設に対して、

宮崎県が６０億円支出したことについて住民監査

請求ができて、その後たしか裁判になって、ただ地

裁では妥当だと、妥当な公金支出だというふうにな

りましたけれども、最終的に和解をしとると思うん

です。和解をしてるっていうことは、お互いが決着

をつけずにしたということですから、こういうふう

に公金支出が大変、見方によって、立場によって変

わってきますんで、今回の議会が問題にさせていた

だいとるのは、公金支出がいいか悪いかということ
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を、判断を議会としてもしなければならないという

ことで、そういうこと、問題にさせていただいてお

りますので、そういう面でちょっとお聞きしていた

だきたいと思っております。 

 ８ページをご覧ください。先ほど青山議員の質問

にもありましたように、企業支援が目的ではないと

いうふうなことを市のほうは従来からずっとおっ

しゃっています。それはもちろん理解はできるんで

すけども、ただ、市の資料の中に最初から企業支援

を求められて、相手方が企業支援を求められて、そ

れに応じて、応じる代わりにアイティを買うという

ことがはっきりと書いてしまってありますんで、そ

こを見ると企業支援だというふうな断定をせざる

を得ないということがあって、我々としても非常に

難しい立場に立っています。ただ、それを公益性が

どれだけあるかということで、我々としても判断し

なければならないということになってまいるだろ

うと思いますんで、僕は質問ではないんですけど、

非常に悩ましいところだということをまずご理解

いただきたいと思います。 

 次９ページです。駐車料金の関係で、第三セクタ

ーの金融機関分だけの処理で駐車料金を下げれな

いかということを質問をされておるんですけども、

この際に、さとうの負担軽減額は年間５，２００万

円というふうな試算をされてるんですが、この５，

２００万円っていうのは何年間を想定をされてい

るのか。つまり、第三セクターの今、金融機関の借

金っていうのは約６億円あると思いますので、６億

円を原資として駐車場料金を下げる要因を見つけ

なければならないと思うんですけども、そうなって

くると、限られた財源ですから、この５，２００万

円っていうのは何年間を想定されているのか、それ、

もし分かれば教えてください。 

○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） 駐車料金を１，５０

０円にした場合、今５，２００万円下がるという試

算をしておりますのは、これ今現在の今年度、２０

２０年度にさとうが支払っている駐車料金、この４

月に改定があったんですけども、それに対して１，

５００円にした場合、来年の４月１日と比べて年間

５，２００万円が下がるということです。ですから、

同じ面積でずっと移行しますと、毎年５，２００万

円が軽減されるということになります。 

○分科会長（浅田  徹） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 計算方法は分かりましたけれ

ども、ただ財源が６億円しかないですから、金融機

関分の財源というのが恐らく限りがあると思いま

す。２０年も３０年もこれが適用されるということ

じゃなくて、恐らく１０年ぐらいかなと思っていま

す。 

○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） この返済の方法とし

ましては、先ほどもご説明しましたけど、当然、金

融機関の分が６億円、それと市の分が７億円、さと

うが６億円、トータル１９億円で考えております。

この１９億円を全部同じ金額で横並びにしており

ます。途中で金額を多く返したりとかっていうこと

はやらずに、平らにしてやってますので、ずっと存

続する限りはこの年間５，２００万円が続いていき

ます。 

○分科会長（浅田  徹） 松井委員。 

○委員（松井 正志） ということは、例えば１０年

間に限ってやろうと思えば、５，２００万円がさら

に高くなるという理解でよろしいですか。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） １０年間に圧縮して

ですか。 

○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） 例えば１０年間だけ

高い金額を返済しますと、三セクの資金ショートと

いうことが考えられます。 

○分科会長（浅田  徹） 松井委員。 

○委員（松井 正志） １０ページの駐車料金の関係

についてですが、ここで質問させていただいとるの

は、アイティの駐車料金を、近隣というのが、メガ・

ストックとか九日市のフレッシュバザールの単価

の４，５００円と比較をされてるんですけども、そ

うではなくて、アイティの現在の駅前の辺りの周辺

の駐車料金と比較すると、この差っていうのはもう
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少し縮まってくるんではないかと思うんですけど

も、金額はいいんですけど、そういうふうになる、

理屈としてはなるのかどうかだけをお答えいただ

いたらいいと思います。 

○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） 確かに駅周辺の平地

の駐車場の単価とかはございますけども、それと比

べてくると、この差は、議員おっしゃるよりも少し

少なくなってくると思われます。 

○分科会長（浅田  徹） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 最後です。２２ページです。

議会側の懸念も、一つは企業支援に対してですし、

公金支出ですし、もう一つは将来の負担が市にとっ

て増えないかということなんです。今回の頂いた資

料によると、７階を取得すると全体の２１％を市が

負担しなければならないということなんですけど

も、これは面積案分ということになると、いわゆる

区分所有法などの規定の面積案分と同じという考

え方でよろしいですか。 

○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） 所有面積全部を分母

にして、それぞれが持ってる所有面積、今おっしゃ

ってる区分所有法による面積で案分しております。 

○分科会長（浅田  徹） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 区分所有法の場合、問題なの

は、例えば将来の再整備などのときに管理組合法人

そのものが、潤沢な資金があったときはそこで賄え

るんですけども、それがもしない場合には所有者別

に責任がかぶさってくると思うんです、かぶさって

くるんですわ。そのときに市の負担が今回、従来の

９％から２倍以上になるっていうことについて、要

するに将来負担が相当増えるんで、例えば後段に書

いてありますけれども、市はこの積立金は支払って

おらずということになると、例えば将来、相当な改

修があるときには２１％分がかかってくるのかど

うか。 

○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） まず、大規模修繕に

対して本来積み立てているお金なんですけども、そ

れは供用部分、例えば外壁とか躯体全体とか、個々

のフロアについて修繕とかされるのは所有者の方

がされますので、あくまでここで上げてますのは、

さっき言いました外壁とかエスカレーターとか、エ

レベーターとか、その供用部分の大規模修繕につい

て記載しておりますので、先ほど議員が例えば修繕

積立てがもうなくなった場合は個々でせんなんと

言われたんですけども、個々でするというのはちょ

っと意味合いが違うんではないかというふうに思

います。あくまで供用部分に対しての修繕費でござ

います。（「当然だ」と呼ぶ者あり） 

○委員（松井 正志） ええです。 

○分科会長（浅田  徹） 上田委員。 

○委員（上田 倫久） ２点ほどですけども、今回、

継続審議になって、十分な時間をかけてこの会に入

っておるんですけど、市長の説明責任等もあって、

いろいろと説明もしてもらわなあかんということ

で、いろんな資料を出してもらってます。４階フロ

アの購入及び施設設備が、市の実質的負担がゼロに

なってますので、地方創生交付金と合併特例債、一

般財源の負担金はふるさと納税を活用する。それで

維持費のほうは、管理費のランニングコストは４，

１８０万円、それはどうするんかというと、民間企

業と団体の融資やふるさと納税で賄うというよう

なことも出てますが、今ここで質問したいのは、こ

この１８ページですけれども、これ、さとうと藤屋、

今度アイティに関する当社の立場についてという

ことで、１０月２日になってます。前回もらっとっ

たの、９月１８日のときには、ここに書かれてます

が、この頃、弊社取り巻く経営環境等による不確定

性はありますが、弊社といたしましては、今回の合

意案が履行されれば、駐車料金と管理費の削減効果

により、また、豊岡市が整備を計画しておられる４

階フロアでの子育て総合拠点と生涯学習サロンの

利用者が弊社を利用していただくことにより、経営

の改善が見込まれますので、１階から３階での営業

を継続していく所存ですっていうことで出されと

るんですけども、今回１０月２日のところですけど、

１８ページの下から６行目になりますかね、今回の
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合意案は、決して民間企業の救済措置ではなく、甚

だ僣越ながら、市が指導された駅前再開発事業の中

核施設アイティの責任ある継続策であると考えて

ると。今回の合意案が履行されなければ、当社とい

たしましては、アイティからの撤退を決定せざるを

得ないと考えていますというようなことで出てき

ております。それで、いろんな要望書等を見せてい

ただきますと、商工会議所とか商工会とか、いろい

ろと出てきておるんですけども、もうぜひともアイ

ティはやはり存続してくれということで出てます。 

そこで、だから１８ページのところはこの決意、

決意というんかな、出ますよというふうなことを、

これ言われておるんですか、が一つ。 

 それと、もしも撤退した場合には、何ページにな

りますかね、２０、２１ページですか。さとうは退

店し、三セクが破綻すると、劣後債の７億円に加え、

駐車場に関わる固定資産税２，８５０万円ですな、

直接的財政損失が生じますと。そして、さとうが退

店後も７階を維持するためには、現在の維持費に加

えて三セクが負担している管理費２，３７０万円か

ね、の駐車場の維持費、約１，６００万円の合計３，

９７０万円を市が新たに負担をする必要があると

いうようなことですが、そこのところについて、ち

ょっともう具体的、ほんまにそのアイティに撤退す

るというふうな決意を、決意というか、これ１０月

２日には出してきとるんです。今までの話では議員、

私も議員なんですけども、アイティの撤退は望まへ

んというようなこともずっと言われてきとるんで、

ほんまにそれができないんだったら、アイティは出

るかというようなことをどうなんですか、そこの２

点お聞きします。 

○分科会長（浅田  徹） ２点あったと思います。 

 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） さとう側からは２月

最初に文書を頂いたときもそうですけども、やはり

今回の合意案がまとまらなければ、撤退をされると

いうふうにお聞きしております。 

 それともう一つ、維持管理費の関係ですけども、

こちら２０ページに記載してますように、さとうが

撤退すると、当然ほかのテナントなんかも撤退をし

ていくというふうに思われます。そうすると、アイ

ティに残っているのが７階の子育て支援と市民プ

ラザとＦＭジャングルだけになってくるんですけ

ども、やはりエレベーター、エスカレーターを維持

しようと思ったら、当然三セクも倒産しますので、

そういったとこからの維持管理費というのを当て

込まない限り、エレベーター、エスカレーターが動

きません。それと駐車場を当然、利用しようと思っ

たら、最低限、駐車場にかかります１，６００万円

が必要となってきますので、やはり３，９７０万円

の年間の費用が新たに発生するというふうに試算

しております。以上です。 

○分科会長（浅田  徹） ほかにございませんか、

質問を出された方。 

○委員（青山 憲司） １点だけ、よろしい。 

○分科会長（浅田  徹） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 先ほど松井議員の質問に関連

するんですけど、公金支出というところでの問題が、

もう１点、私の、どういうんですかね、理解の中に

ちょっと落ちてこない部分があるんです。というの

は、９月の１０日に、議会のほうに配付いただいた

論点の中で、純粋にさとう自身の経営に起因する赤

字幅は残額、２億６，０００万円のうち１億６，４

００万円と言えると。さとうさんは、さとうさんの

最大の要望は、自身の責任に属するこのことが明白

なこの部分に関したものでなく、駐車料金が割高で

あることに向けられていると。駐車料金については

三セク側の運営絡んできてますので、当然、市の協

議内容に入ってくるというふうに理解をするんで

すが、この自身の経営に関する部分ではないという

ふうなことをさとうさんが実際に言っておられる

のか。だとすると、今、さとうさんが望んでおられ

る８，２００万円の減額分、駐車料金の５，２００

万円の差額３，０００万円というのは、いわゆる公

的資金の利用に当たるというふうな、さとうさんの

純粋な経営に当たる部分ではないかなというふう

に感じるんですけども、見てとれるんですけども、

それは違うんでしょうか。 
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○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） たしかに駐車料金だ

けを下げた場合は先ほど説明しました５，２００万

円、その床を含めた場合が８，２００万円になって、

その差額はって言われるんですけれども、やはりさ

とうさん自身としたら、駐車料金ではなくても出て

いくか、退店するかどうかというとこが一つのポイ

ントになってるというふうに思っております。それ

が確かに金額面でいうと３，２００万円が公金支出

になるんじゃないかと……（「３，０００万円ね」

と呼ぶ者あり）３，０００万円が、はい。おっしゃ

るんですけども、それよりもっと大きな意味で退店

するかどうかに対しての策というふうに市のほう

は考えております。 

○委員（青山 憲司） いや、よろしい。ですから…

…。 

○分科会長（浅田  徹） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） さとうさんの要望は、それ自

身の経営に関することではなくっていうふうに、こ

れ文書で書いてあるんですね。これ本当にそういう

ふうに言っておられるのかどうかっていうところ

をちょっと再度確認をしておきたいなと思ったん

ですけどね。 

○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） やはり駐車料金が高

額であるというのは、もう前々からずっと感じてお

られます。やはり議員の方にもお示ししました駐車

料金の一覧表を見ていただいても、さとうだけが特

段高い金額を払っておられますので、やはりそこが

一番のポイントとなっているんではないかという

ふうに思っております。 

○分科会長（浅田  徹） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ですから、駐車料金の割引で、

例えば１，５００円、坪になると、５，２００万円、

さとうにとっては軽減になるということですよね。

収支とんとんになれば、三セクの。（発言する者あ

り）それ以外の今の４階フロアを買うことによって

８，２００万円の減額が生じるということですよね。

であれば、今のさとうさんが言っておられる、純粋

にさとうさんの経営に関する問題は駐車料金だけ

を、駐車料金の課題は解決されればというふうに見

ると、残りの３，０００万円の分がそれに当たるの

かなという、そういうふうに受け取れるんですけど

も、この文書を見ると、そこのとこなんですけど。 

○分科会長（浅田  徹） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） もともとさとうさん

の減額要望というのは約９，９００万円の金額を要

望されておりました。しかし、今回、駐車料金を下

げる一番下限のラインで５，２００万円しかいかな

かったと。じゃあ、その差額分ですね、差額分は、

９，９００万円と５，２００万円ですので、約４，

０００万円ほどあるんですけど、その差額分を、じ

ゃあ、埋めるためにはということで床を取得して、

当然取得することによってさとうさんの駐車料金

の負担と維持管理費が減ってきます。そして、市に

とりましては、積年の課題でありました子育て支援

の施設をそこで整備することができるということ

で、今回の案としております。 

○委員（青山 憲司） よろしいです。 

○分科会長（浅田  徹） ほかに、特に前回質問を

出された委員さんにつきましては、特に聞き漏らし

とかはございませんでしょうか。 

 それでは、取りあえず回答案につきます、それで

は、皆さんの質疑ということにつきましては、打切

りをさせてもらいたいと思います。 

 ここで暫時休憩をしたいと思います。再開は１０

時５０分でよろしくお願いしたいと思います。 

午前１０時３９分休憩 

──────────────────── 

午前１０時５５分再開 

○分科会長（浅田  徹） 時間、少し延刻しました。

ただいまから分科会を再開をしたいと思います。 

 休憩前で、取りあえず今回のそれぞれ回答に伴う

全て説明、それから質疑は終わっておるということ

で認識をしております。 

 それでは、ただいまから討論に入りたいと思いま

す。討論はありませんか。 

 村岡委員。 
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○委員（村岡 峰男） 私は、１０８号、１３３号に

ついて、いろいろ議論もし、市長からの回答もいた

だいてまいりましたけども、なおかつ公金投入の疑

義は拭えない、さらにさとうとの協議の再協議はし

ない、もっと言えばする気はないというようなこと

を聞く中で、どうしても先々のこと、いろいろ考え

れば、この時点で賛成をというわけにはいかないい

うふうに考えています。簡単ですが。 

○分科会長（浅田  徹） ほかにございませんか。

（発言する者あり） 

 賛成討論、椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 私は、１０８号議案と１３３

号議案に対して賛成の立場で討論をさせていただ

きます。 

 いろいろと紆余曲折、たくさんいろんなことがあ

って、何から整理したらいいか、私もちょっと今、

迷っておりますが、再付託というような形で今の分

科会にもう一度ここで議論をし、それで、それまで

に反対派とされてる方々の豊岡市長に対して公開

質問状を出され、そして、その記者会見も公式にさ

れました。 

 そしてまたなお、その回答を１０月６日にいただ

かれて、そして、その後もまた反対派とされる１１

名の方々はそれに対しての協議を行ってこられた

と聞いております。その回答が三十数ページにわた

ってあるわけですが、基本的にそれに納得ができた

のか、できてないのか、私は存じ上げません。お一

人お一人がそれぞれ様々な意見があって、全ての

方々が、その１１名の方もしくはプラスまだ反対を

されてるという方もおられるかも分かんないんだ

けど、その方々が、その議員が基本的に同じ一つ一

つの項目に対して反対をされているという認識を、

私はない、持ってはいません。それぞれ温度差があ

るのかというふうに思っています。 

 しかし、ベクトルが同じ方向で、反対という方向

に向いてることは間違いはないわけでありますけ

れども、こうして時間をかけて議論をし、そしてま

たアイティ存続を求める方々の諸団体、いわゆる豊

岡市商工会議所や商工会、団体、様々な団体、そし

てまた６，０００人以上の子育て支援をされる、特

にお母さん方、ご家庭、そしてまた市民プラザを利

用される１，１００名以上の方々のアイティ存続の

要望のための署名運動も、私たちがそれを確認をい

たしております。 

 反対される方の多くは、基本的にはアイティの存

続はそれに反対をしてるわけではないとおっしゃ

るんだが、基本的にさとう、この場合、敬を省略さ

せていただくけれども、さとう並びに藤屋さんです

か、が今回出された書面が、１０月の２日に出され

ましたけれども、その中身を見ても、本当に駅前再

開発を当時、豊岡市が掲げて、豊岡市とベストパー

トナーで官民一体となってこの事業を取り組んで、

それぞれ紆余曲折、いろんなことがあったにしても

今日までその責任を果たしてこられた。 

 そういう中で今回、さとうが撤退するかもしれな

いというようなことで大きな問題になったわけで

すが、私は、いろいろとそれぞれの思いや意見を一

つ一つ拾い上げて、それは違うだろう、それは反対

だろうっていうことは言うつもりは全くないわけ

でありますが、今、社会的にも公共的にも豊岡市民

を大きく巻き込んだ状況の中で、やはりこれは議会

として、ここまで市、市長並びに当局とのやり取り

の中でやってきたことを市民はもう今、本当に心配、

そしてまた関心を持って今、見ていただいてます。

我々議会として、私は、これからアイティに掲げて

る、いろんな課題は多くあろうかと思います。財政

的な問題、それから駐車場の問題、セクターの問題

もいろいろとあると思うけども、これはこれで終わ

りではなくて、今後やはりこれから一つ一つ議会と

しても責任ある我々は対応、態度を取りながら当局

と一緒になって、このアイティの将来に対して我々

は提言もし、協議も重ねていかなければならないと

私は思います。 

 ですが、もう今、崖っ縁に立たされてるような状

況の中で、議会が、我々がこの言動を、さとう並び

にアイティの今おられるテナントの皆さんも含め、

アイティ株式会社も含め、本当に心配な面持ちで見

ておられる中で、議会がやはり果たすべきことに対
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しては、十分もう私とすればおやりになってるので

はないのかというふうに思いますので、ここは今後

のアイティ、そしてまた豊岡市のまちづくりの一環

として、やはりここは賛成をできるだけ皆さんにし

ていただいて、これからはまた前を向いてしっかり

と、やっぱりまちづくりのために貢献をすべく、議

会もその責任と役割を果たしていきたいという思

いが募るばかりでございます。 

 ぜひともそれぞれ皆さん、いろんなお考えがあろ

うかと思いますが、ここは寛大な気持ちを持って、

ひとつお願いをいたしたいと、賛成のほうのお願い

をいたしたいということで、賛成討論とさせていた

だきます。ちょっと長くなりましたが、申し訳ござ

いません。 

○分科会長（浅田  徹） ほかによろしいですか。 

 上田委員。 

○委員（上田 倫久） 今日まで審議等長い考える時

間を取っていただいて、議会のほうで十二分に話が

できたとは思いませんけれども、ある程度の質問等、

案件のことについては会があるごとに説明等をし

ていただきました。 

 私自身、この９月１８日に出されておりました、

アイティからさとうは出ていってしまうんか、そん

なことあって困るわいというような気持ちが最初

からあったです。そこで、この９月１８日の日に出

されていました弊社豊岡店アイティの今後の経営

継続について、当初はこのままではアイティを撤退

せざるを得ないと考えておりましたが、今回の合意

案によって経営継続の道筋ができてきました。今後

の弊社を取り巻く経営環境等による不確定性はあ

りますが、弊社といたしましては、今回の合意案が

実行されれば、駐車料金と管理費の削減効果により、

また、豊岡市が整備を計画されておられる４階フロ

アでの子育て総合拠点と生涯学習サロンの利用が、

弊社を利用いただくことにより経営の改善が見込

まれますので、１階から３階の営業を継続していく

所存ですと。つきましては、合意案が履行されます

ように切にお願いしますというふうに出されてま

した。 

 賛成の立場では、アイティ４階のフロア取得と子

育て支援総合拠点等の整備における構想策定業務

では、アイティという商業施設全体を考える中で、

子育て総合拠点と生涯学習サロンとの整合を図り、

１０年先を見通した利用が続くよう計画されると

ともに、疑義の意見、助言を十分に取り入れていた

だき、また議会に対して、逐一報告されることを前

提とした上で、今回のアイティ関係の整備について

は、平成３１年３月改定の豊岡市都市計画マスター

プランの土地利用方針において、豊岡駅を中心とす

る中心拠点では、地域の特性を生かし、商業、居住、

教育、文化、行政、医療、福祉等の都市機能の維持

及び充実を図り、にぎわいの創出とともに、高齢者

や子育て世代も含めた多様な世代が潤いと安らぎ

のある環境の中での暮らしの推進が示されており、

まちづくりの観点から整合が取れており、しっかり

とした子育て支援総合拠点等構想策定に期待し、本

補正予算に賛成いたします。 

○分科会長（浅田  徹） それでは、討論を打ち切

ります。 

 それでは、賛成、反対の意見がございますので、

挙手により採決を行いたいと思います。 

 この際、申し上げます。挙手しない委員の方につ

いては反対とみなしますので、よろしくお願いいた

します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（浅田  徹） 賛成少数により第１０８

号議案は、原案のとおり否決すべきものと決定をい

たしました。 

○委員（椿野 仁司） 委員長、ちょっと休憩を取っ

てもらってもいいですか。それはもう今、結審した

んですよね。 

○分科会長（浅田  徹） はい。 

○委員（椿野 仁司） 休憩取ってもらってもいいで

すか。 

○分科会長（浅田  徹） 暫時休憩します。 

午前１１時０８分休憩 
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──────────────────── 

午前１１時１２分再開 

○分科会長（浅田  徹） 休憩前に引き続き分科会

を再開をしたいと思います。 

 次に、第１３３号議案、令和２年度豊岡市一般会

計補正予算（第１３号）を議題とします。 

 １３３号議案中、当分科会に分担されましたのは

所管事項に係る歳入歳出補正予算についてでござ

います。 

 質疑はございませんか。 

 別にこれは１０８号と関連してまいります。言い

方変えれば、その辺のとこで、ある程度、先ほどの

討論の中でも抱き合わせで否決ということになっ

た部分もありますけども、何かこの件で再度お聞き

ということはないでしょうか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 先ほどの短い討論でしたけど

も、全部言ったと思ったんですが、１３３号、いわ

ゆる財源更正のそれについては、私は触れてないの

で、今１３３号がかかっとんですね。 

○分科会長（浅田  徹） かかってます。 

○委員（村岡 峰男） 今。 

○分科会長（浅田  徹） はい。 

○委員（村岡 峰男） あえて申し上げますけども、

財源更正でふるさと納税を充てるから、市民の皆さ

んには、反対討論にしますね、市民の皆さんには負

担はかけないということを市長や、あるいは文書等

でも言われておりますが、私は先ほどの質疑でも若

干言いましたけども、ふるさと納税を充てるから、

市民の皆さんに迷惑かけないという論は、私はまや

かしではないのかなということは拭えないと。した

がって、この１３３号についても同意し難い旨を申

し上げておきます。 

○分科会長（浅田  徹） ほかに。今のは意見とい

うことで、質疑……。 

○委員（村岡 峰男） 反対討論、反対討論。 

○委員（椿野 仁司） 反対討論だ言っとんなるで。 

○分科会長（浅田  徹） いやいや、今は質疑です

ので、そこまでまだ行ってませんので。 

○委員（椿野 仁司） 早いんだがな。 

○分科会長（浅田  徹） 質疑で受けております。

（発言する者あり） 

 じゃあ、質疑を打ち切ります。 

 討論ございませんか。 

○委員（椿野 仁司） もう１回、同じこと言いねえ

よ。 

○委員（村岡 峰男） 今も言ったんですが、ふるさ

と納税を充てるから、市民の負担にはならないとい

うことを言われておりますけども、そうは思えない

ということ、さらに改めて言いますけども、後々の

共益費ですね、約６，０００万円を超える維持費を

ふるさと納税で充てるというのは、私はふるさと納

税が市長自身も言ってきた不安定な財源というこ

とからいっても、これはおかしな論だなということ

を思います。したがって、同意し難いと申し上げま

す。 

○分科会長（浅田  徹） ほかに討論ございません

か。 

 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） １３３号議案のことにつきま

して、賛成の立場で討論させていただきます。 

 先ほどふるさと納税のことを活用してという話

がございましたけども、ふるさと納税、それから先

も確定する金額ではないにしろ、全国から集められ

た寄附金という形の中では、豊岡市の地方創生の中

で金額を使用させていただくということについて

は、本１３３号議案について賛成の立場で討論させ

ていただきます。 

○分科会長（浅田  徹） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（浅田  徹） それでは、討論を打ち切

ります。 

 賛成、反対の意見ございますので、挙手により採

決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（浅田  徹） 賛成少数により、第１３
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３号議案は否決すべきものと決定しました。 

 それでは、当局の皆さん、大変長時間ありがとう

ございました。ここで退席をしていただいて結構で

ございます。 

 それでは、委員の皆さん、これより３番の協議事

項でございます。意見・要望のまとめについて入り

たいと思います。 

 それぞれ予算決算委員会が明日予定されており

ます。その報告すべき内容についてご協議をいただ

きたいというふうに思います。 

 それぞれ１０８号議案、１３３号議案とも、２件

とも当分科会では否決というふうなことになりま

した。その中でこの意見・要望というふうなことに

ついて、この委員会に報告すべき内容があればとい

うふうなことで考えます。 

○委員（松井 正志） 委員長、否決をされたんで、

否決されてしまったんで、意見も要望も……。 

○分科会長（浅田  徹） もうそれはないですね。

（発言する者あり） 

 それでは、今ございましたように否決案件等につ

きましては、意見をつけずにといいますんか、当然

そういう流れの中で決定をさせていただきます。 

 その他のほうに入っていきたいと思います。何か

委員さんのほうからあればお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、何もないようですので、以上をもちま

して建設経済分科会を閉会いたします。大変皆さん

ご苦労さまでした、ありがとうございました。 

午前１１時１９分閉会 

──────────────────── 


